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はじめに 

本システムは、建築確認申請をはじめとする建築関係手続をオンラインで行うための

仕組みです。アカウント登録によりすぐにご利用が可能で、本システムに接続された

受付窓口であれば、１つのアカウントからどこにでも申請することができます。 

 

本書は、本システムを円滑にご利用いただくため、主要な操作手順をまとめたもので

す。 

なお、提出物の内容（各申請図書の要否やその記載方法）については取り扱っており

ませんので、各受付窓口が発行する資料等をご参照ください。 

 

更新履歴 

日付 概要 

2025/02/05 テスト利用向け初版 

2025/02/12 P15 確認済証電子交付の事前同意チェックボックス追加 

2025/02/14 お問合せ先電話番号 修正 

2025/03/28 本稼働向け初版 

2025/09/29 一部機能改修による改訂 

2025/10/22 V3検証による簡易的な更新（手続き一覧・中間・完了フロー、ステータス

一覧の追記） 

2026/01/07 CDE連携機能の追記 

2026/02/27 各種届出等、構造適判・省エネ適判等追記（本稼働向け新機能追加版） 

2026/03/31 CDE表記修正（ArchSync）マイページ・基本情報設定の説明修正、追記 
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１. システム概要 

１.１ 特徴 

▶ 窓口に出向かなくても申請や問合せができ、その記録が残ります。 

▶ 最新の申請様式で申請書を作成でき、申請様式を改訂する手間がありません。 

▶ 社内・社外の関係者と申請情報や審査進捗状況を共有できます。 

１.２ 本システムで提出できる申請 

申請種別(一般/計画通知) 対象 備考 
CDE 

連携 

フロ

ー 
操作方法 

確認申請/計画通知 

建築物 

昇降機 

工作物 

建築設備、工作物（法８８条２項）

には対応していません。 

最新の申請に各種届（変更届・選

定届・誤記訂正等）を追加できま

す。 

BIM 図面申請に対応しています。 

対応 P.6 

４．確認申請の作成・提出 

５．各種届等の作成・提出 

１６．ArchSync（確認申請

用 CDE）連携による BIM

図面申請の作成、提出 
 

中間検査申請/ 

特定工程工事終了通知 

建築物 

昇降機 

工作物 申請提出前に、検査日等の事前調

整を行う機能があります。 
― P.７ 

４．確認申請の作成・提出  

６．中間検査申請・完了検

査申請の作成、提出 完了検査申請/ 

工事完了通知 

建築物 

昇降機 

工作物 

工事完了届（用途変更）/ 

工事完了通知（用途変更） 
建築物 提出先は行政庁のみとなります。 ― P.6 

４．確認申請の作成・提出 

7．工事完了届（用途変更）

の作成・提出 

構造適判申請/ 

構造適判計画通知 
建築物 

計画変更にも対応しています。 

確認申請提出先と同じ審査機関

には提出できません。 

対応 P.6 

４．確認申請の作成・提出 

８．構造適判申請の作成・

提出 

省エネ適判申請/ 

省エネ適判計画通知 
建築物 

計画変更にも対応しています。 

最新の申請に軽微変更該当証明

を追加できます。 

対応 P.6 

４．確認申請の作成・提出 

９．省エネ適判申請の作成・

提出 

１０．軽微変更該当証明申

請の作成・提出 
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１.３ 本システムによる提出先 

特定行政庁及び指定確認検査機関の一部に提出できます。 

詳細は以下リンクをご確認ください。 

※本システムにログイン後、申請先一覧画面でもご確認いただくことも可能です。 

▶ICBA ホームページ（電子申請受付システム関連） 

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/ 

 

▶受付窓口開設状況を検索する場合はこちら 

＜審査機関一覧（建築確認等電子申請のオンライン窓口）＞ 

https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/guest/shinsakikan 

 

１.４ 動作環境 

パソコン ：インターネット及び電子メールを利用できるパソコン 

ブラウザ ： Ｅｄｇｅ、Chrome、Firefox のサポート期限内のもの 

１.５ 注意事項 

１回当たりのアップロードファイル容量上限は１ＧＢです。 

  

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/
https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/guest/shinsakikan
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１.６ 申請操作フロー 

＜該当の申請＞ 

確認申請（計画変更）／工事完了届／各種届（変更届・選定届・誤記訂正等）／

構造適判申請（計画変更）／省エネ適判申請（計画変更）／軽微変更該当照明

申請（計画変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規アカウント発行 

申請書の作成・提出 引受判断 

新規案件の登録 

 仮受付段階の補正 補正依頼 引受承諾 

消防 

同意 

申請者 審査者 

本審査 

提出先の確認 １ ．３参照 

補正依頼 

２ ．参照 

３．参照 

４．参照 

※仮受付のある場合 

本審査段階の補正 １ ２ ．参照 適合 

法定申請・通知等書類の交付 法定申請・通知等書類の取得 １ ５ ．参照 

連絡・質疑 １ ３ ．参照 

差分検出 １ ４．参照 

案件共有 １ ９．４参照 

１ ２ ．参照 
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＜該当の申請＞ 

中間検査申請／完了検査申請 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 審査者 

提出先の確認 １ ．３参照 

新規アカウント発行 ２ ．参照 

新規案件の登録 ３ ．参照 

検査済証等の取得 １ ５ ．参照 

連絡・質疑 １ ３ ．参照 

差分検出 １ ４．参照 

案件共有 １ ９ ．４参照 

補正依頼 

検査済証等の交付 

本審査 

検査済証発行 

申請の作成 ４．参照 

⚫ 引受判断（調整にて引受拒否） 

⚫ 事前調整または事前調整完了後申請依頼 

【事前調整機能】 

⚫ 事前（申請前）に検査日程等の調整を行う 

６ ． 

参照 

補正依頼 

引受判断 

※仮受付のある場合 

申請の提出 ４．参照 

 仮受付段階の補正 １ ２ ．参照 引受承諾 

【事前調整機能】 

⚫ 申請と同時に検査日程等の調整を行う 

６ ． 

参照 

本審査段階の補正 １ ２ ．参照 
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２. 新規アカウント発行 

システムにログインするための新規アカウントの発行を行います。ここで発行したアカウント

は、スーパー管理者となります。スーパー管理者は、組織の社員など他のアカウント（管理者

または利用者）を追加登録することができます。（20.2「社内利用の追加」 参照） 

①右記 URL に接続します。https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/ 

②ログイン画面が表示されます。新規アカウント発行は【こちら】をクリックします。 

 

③利用者登録画面が表示されます。必要事項を入力し、【アカウント作成】をクリックします。 

 

 

④確認メールがご登録のメールアドレス宛に自動送信されます。【利用規約に同意して 

利用を開始する】をクリックします。 

 

15 分程度経っても「確認メール」が届かない場合は、メールアドレスが誤って入力された

可能性があります。この場合、再度①から操作を行ってください。 

⑤再度、ログイン画面が表示されます。必要事項を入力し、【ログイン】をクリックします。 

 

⑥２段階認証画面が表示され、認証用コードがご登録のメールアドレス宛に自動送信され

ます。認証用コードをログイン画面のコード欄に入力し、【ログイン】をクリックします。 

 

 

⑦ログインが完了すると、電子申請受付システムのトップ画面が表示されます。 

以上で新規アカウントの発行は完了です。  

・メールアドレスは本システムからの連絡先となります。 

・パスワードは４文字以上で設定してください。 

・会社名は入力必須です。個人の場合は、会社名にもご氏名を入力し

てください。 

ヒント 

・最後のアクセスから 30 分間操作をしないと、自動的にログアウトと

なります。 

・画面右上の「×」印で画面を閉じた場合も、一定時間で自動的にログ

アウトとなります。 

注意事項 
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３. 新規案件の登録 

同一物件に係る複数の申請の格納場所として、最初に案件を登録します。 

① メニューから【新規案件登録・編集】を選択し、必要事項を入力して【登録】をクリックしま

す。 

 

 

 

② 【一覧へ】をクリックすると、トップ画面に戻ります。 

 

「案件ＩＤ」は、システムが自動付与する識別番号です。 

  

・申請書の作成後は、案件種別を修正できません。特に計画通知の場合はご注意ください。 

・画面左上の≡印クリックにより、メニュー領域の説明表示・非表示が切り替わります。 

注意事項 
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４. 確認申請の作成・提出 

ここでは「確認申請」（計画変更含）の一般的な申請方法を説明します。 

他の申請も本説明がベースとなりますので、以下を必ずご確認ください。 

① 案件一覧より、申請を追加したい案件の【詳細】ボタンをクリックします。 

 

② 「各種申請状況」が表示されます。申請対象と申請の種別を選択し、【追加】ボタンをクリ

ックします。ここでは建築物－確認申請を選択しています。 

 

③ 確認申請の行が１行追加されました。ステータスは【申請前】となります。【詳細】ボタン

をクリックします。 

 

 

  

 申請書入力画面から入力します。 

 過去に作成した申請書の内容をベースに入力します。 

 「ICBA 確認申請プログラム」から出力した申請データを取り込みます。 

 申請を削除します（申請提出後は実行できません）。 

 

ヒント 
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④ 申請書入力画面 第一面が表示されます。必要事項を入力し、【保存】をクリックします。 

※印は入力必須です。 

 

 

⑤ サブメニューから【第二面】をクリックし、第二面を入力します。 

 

 

⑥ 第二面入力後、サブメニューから【チェック】をクリックします。不備がある場合、該当箇

所にエラー内容が表示されます。 

 

「チェック完了しました。」と表示されたことを確認し【保存】をクリックします。第三面の入

力に移ります。 

  

・建築主などの【選択】、【追加】ボタンは、よく使うデータ（共通データ）として登録したり、呼び

出したりする際に利用します。 

ヒント 
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⑦ 同様に第三面を入力します。 

 

⑧ 第三面 項番１７にある【建築計画概要】は、建築計画概要書にのみ記載する項目です。

本システムでは確認申請書の入力により自動的に建築計画概要書が作成される仕組み

としています。 

 

 

  

本システムでは、確認申請書・建築計画概要書などの申請様式は入力データのまま審査機関に

提出します。入力チェック用に簡易な申請書表示機能（４.１申請書の確認 参照）を装備してい

ますが、書面にて提出可能な申請書様式の作成機能は装備していません。 

注意事項 
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⑨ 第四面を入力します。 

 

⑩ 第五面を入力します。 

 

⑪ 第六面を入力します。 
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４.１ 申請書の確認 

入力チェック用に簡易的な申請書を出力・表示します。 

① サブメニューから【申請書ＰＤＦ】をクリックします。 

 

② 【申請書ＰＤＦを仮作成】をクリックします。 

 

③ 確認申請書が表示されます。記載状態を確認します。 
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４.２ 添付ファイルのアップロード 

CDE 連携を利用した BIM 図面審査の方法は、１６．ArchSync（確認申請用 CDE）連携による BIM 図面

申請の作成、提出 を参照ください。ここでは、一般的な書類添付方法を説明します。 

① サブメニューから【添付ファイル】をクリックし、【アップロードはこちら】ボタンをクリック

します。 

 

② サブメニューの各面から入力した書類（ここでは確認申請書第一面～第六面）以外の申

請図書をアップロードします。 

 

 

・ファイル名で図面の内容がわかるよう、分かりやすいファイル名を付けてください。 

・補正管理を行いやすくするため、大量の図面を１ＰＤＦに格納しないようお願いします。 

・docx、ｘｌｓｘも申請可能ですが、審査側のファイル管理の都合上、極力ＰＤＦとしてください。 

 

注意事項 
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③ 建築計画概要書第三面をアップロードします。その際、【図書区分】から「付近見取図・配

置図」を選択します。 

 

 

④ 図書名（ファイル名称）の▼▲ボタンをクリックして並び順を整理し、添付ファイルが 

揃っていることを確認します。 

 

 

 

以上で添付ファイルのアップロードが完了です。 

 

・【図書区分】は、建築計画概要書第三面専用です。添付ファイルが行政内部で共有された際、

第三面が特定行政庁の窓口で閲覧用ファイルとして自動処理されることを目的に、申請者

の方に設定いただくものです。 

・付近見取図と配置図を分けて提出する場合は、プルダウンの選択肢、「付近見取図」もしくは

「配置図」を使用します。 

ヒント 

特定のファイルは並び順を入れ替えることができません。 

注意事項 
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４.３ 申請提出 

① サブメニューから【申請提出】をクリックします。 

 
※システムが申請内容全体を自動チェックします。不備が抽出されたら再度編集を行います。 

② 申請先画面が表示されます。 

提出先の審査機関を検索し、留意事項欄の【詳細】をクリックします。 
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③ 審査機関別の留意事項が表示されます。内容を確認し画面を閉じます。 

 

 

 

④ 【選択】をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

申請先選択の【組織名】に、申請書第一面に申請先として入力した内容を反映しています。該当

するものが見つからない場合は、【組織名】欄の内容を空欄にする等、訂正した上で再度【検

索】をクリックしてください。 

 

ヒント 

電子申請が可能な建築物の規模等が限定されていることがあります。 

注意事項 
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⑤ 利用規約等に同意し、【申請】をクリックします。 

 

⑥ 申請完了画面が表示されます。【申請選択画面へ】をクリックします。 

 

 

⑦ 申請選択画面に戻ります。ステータスが【申請前】から【引受審査待ち】に更新されます。 

審査機関が本申請を開くと、ステータスは【引受審査中】に更新されます。 

 

 
 

ここでの「申請完了」とは単に申請データが審査機関に到着したことを意味し、書面申請におけ

る「受付済」とは異なります。「受付済」までの手続は審査機関により異なりますので、詳細は審

査機関のホームページや留意事項などをご確認ください。 

注意事項 

・申請後、審査機関がその申請を参照するまで（ステータスが【引受審査中】のとき）は、【取消

し】ボタンが表示されます。【取消し】ボタンをクリックすることにより、送信前の状態に戻すこ

とができます。 

ヒント 
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５. 各種届の作成・提出（確認申請承認後作成） 

確認申請の審査が終了した後、変更届・選定届・誤記訂正等の申請を行うことが可能です。 

① 「各種申請状況」より、変更申請したい確認申請の【各種届等追加】ボタンをクリックし

ます。 

 

② 各種届等の行が１行追加されます。ステータスは【申請前】となります。【詳細】ボタンを

クリックします。 

③ 申請書入力画面 第一面が表示されます。必要事項を入力し、【保存】をクリックします。

第二面以降は４．確認申請の作成・提出と同様の方法になります。 

 

 

「各種届出」において申請取下げ届及び工事取止め届は提出できません。それぞれの操作方法

は以下を参照ください。 

申請取下げ届 １７．申請取下げ 、工事取止め届 １８．工事取止め  

注意事項 
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６. 中間検査申請・完了検査申請の作成・提出 

ここでは「中間検査申請」「完了検査申請」の申請方法を説明します。 

中間検査または完了検査を申請時、検査日の予約等の事前調整を併せて行うことが可能です。 

申請提出前 又は 申請提出時（同時）、いずれかのタイミングで事前調整についてのメッセージを送信

します。 

① 案件一覧より、申請を追加したい案件の【詳細】ボタンをクリックします。 

 

② 「各種申請状況」が表示されます。申請の種別を選択し、【追加】ボタンをクリックしま

す。ここでは中間検査申請を選択しています。 

 

 

③ 中間検査申請の行が１行追加されました。ステータスは【申請前】となります。【詳細】

ボタンをクリックします。 

 

 

   

 

④ 申請書入力画面が表示されます。第一面から三面を入力、添付ファイルを準備したら、

【事前調整・申請提出】ボタンをクリックします。入力項目のうち、※印は入力必須とな

ります。 

 

    ボタンにて、本申請の元となる確認申請等の内容をコピーすると、必要項目が入力（コ

ピー）された状態で申請書を作成できます。 

ヒント 
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⑤ 事前調整の画面が表示されます。選択肢による申請の流れは以下のとおりとなります。 

 

 

申請前に事前調整を行う場合は、入力申請内容は「仮提出」という形になります。よって入力

内容は不完全でも提出することは可能です。 

ヒント 
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★事前（申請前）に検査日程等の調整を行う 

連絡・調整事項、【連絡事項】欄に検査日程等を記載し、【次へ】をクリック→記載した

内容はそのまま連絡・質疑機能に反映されます。 

提出先機関を選択、【申請】をクリック。事前調整が送信されます。ステータスは【事前

調整】となります。 

日程調整等のやりとりは引き続き＜連絡・質疑応答機能＞にて行います。 

事前調整が完了後に、再度該当案件の申請を行ってください。 

 

★申請と同時に検査日程等の調整を行う 

連絡・調整事項、【連絡事項】欄に検査日程等を記載し、【次へ】をクリック→記載した

内容はそのまま連絡・質疑機能に反映されます。 

提出先機関を選択、【申請】をクリック→申請と同時に、事前調整が送信されます。ス

テータスは【引受審査前】となります。 

日程調整等のやりとりは引き続き＜連絡・質疑応答機能＞にて行います。 

 

★既に調整済み、あるいは申請後に行う 

事前調整の機能は使用せず、そのまま【次へ】をクリック、申請を提出します。 

申請提出後に日程調整を行いたい場合は、連絡・質疑応答機能（13.審査機関との連

絡・質疑 参照）をご利用ください。 

 

⑥ 申請先画面を選択し、申請を提出します。 

 

７. 工事完了届（用途変更）の作成・提出 

４．確認申請の作成・提出と同様の方法となります。 

 

 

 

 

 

８. 構造適判申請の作成・提出 

４．確認申請の作成・提出と同様の方法となります。 

 

 

構造適判（構造計算適合性判定）は、建築確認申請の審査機関とは独立した第三者機関が行う 

ため、確認申請提出先と同じ機関へは提出できません。申請先選択時にご注意願います。 

 

注意事項 

工事完了届の提出先機関は【行政庁】のみ選択可能です。申請先選択時にご注意願います。 

注意事項 



 

25 

電子申請受付システム 操作説明書 

 

９. 省エネ適判申請の作成・提出 

４．確認申請の作成・提出と同様の方法となります。 

 

 

１０. 軽微変更該当証明申請の作成・提出（省エネ適

判申請承認後作成） 

省エネ適判申請の審査が終了した後、軽微な変更が発生した場合に申請を行うことが可能です。 

① 「各種申請状況」より、変更申請したい省エネ適判申請の【軽微変更該当証明申請】ボ

タンをクリックします。 

 

② 「軽微変更該当証明申請」の行が１行追加されます。ステータスは【申請前】となります。

【詳細】ボタンをクリックします。 

③ 「申請書入力画面 第一面が表示されます。必要事項を入力し、【保存】をクリックしま

す。第二面以降は４．確認申請の作成・提出と同様の方法になります。 

 

省エネ適判（省エネ適合性判定）は、建築確認申請の審査機関とは独立した第三者機関が行う 

ため、確認申請提出先と同じ機関へは提出できません。申請先選択時にご注意願います。 

 

注意事項 
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１１. 引受審査から本審査まで 

各申請提出後の一般的な流れを説明します。 

１１.１ 手数料納付 

本システムは手数料納付機能を装備していませんので、審査機関の案内に従って納付してください。 

以下、審査機関の案内の例です。 

① 「連絡・質疑応答」に新規メッセージが反映されると、その旨のお知らせメールが届きます。 

② トップページを開きます。該当案件の【詳細】（又はお知らせ欄の点滅マーク）をクリック

します。 

 

③ さらに、該当申請の【連絡・質疑応答】欄のアイコンをクリックします。 

 
 

④ 連絡内容に従い、手数料を納付します。 

 

１１.２ 引受承諾、引受通知書の受領 

通常、審査機関が入金を確認後、「申請引受のお知らせ」メールが届きます。システムより引受通知 

書が発行されます。 

① 審査状況は、該当案件の画面における【ステータス】で確認できます。引受が承諾され

ると、ステータスは【引受審査中】から【本審査中】等に更新されます。 
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② アイコンをクリックし、必要に応じてお知らせ画面の「引受を承諾」に添付された引受承

諾書をダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステータスや連絡・質疑応答の更新時は、アイコンが点滅します。この点滅は、ステータス画面

や連絡・質疑応答画面の完了ボタンをクリックすることで表示されなくなります。 

なお、一度表示されなくなった点滅を元に戻すことはできません。 

ヒント 
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１２. 申請書の補正 

１２.１ 補正依頼内容の確認 

① 補正依頼のお知らせメールが届きます。 

② 該当申請を開き、ステータスが【補正依頼中】となっているアイコンをクリックします。 

 

③ お知らせ画面が表示されます。【理由】や【添付ファイル】から補正依頼の内容を確認し、

【閉じる】をクリックします。 

【確認完了】をクリックした場合、アイコンの点滅が非表示となります。 

 

１２.２ 補正実行 

補正依頼時の審査機関から理由、コメントや、連絡・質疑応答にて届いたメッセージを元に、補正を行います。 

＜添付ファイルの補正、更新＞ 

① 【詳細】をクリックします。 
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② サブメニューから【添付ファイル】をクリックします。 

 

③ 補正すべきファイルに【更新】ボタンが表示されています。 

 

補正依頼に従って補正したファイルを、【更新】ボタンから読み込みます。 

 

 

④ 更新したファイルの【バージョン】欄の数値が２に繰り上がります。 

 

  

・【更新】ボタンのないファイルは更新できません。更新する場合は、修正再提出の上質疑機能 

からその旨を審査機関にお伝えいただき、再度補正依頼を出してもらう必要があります。 

・新たにファイルを追加でアップロードするには、図書区分を空欄にしてファイルをアップロー

ド後、図書区分を【変更】ボタンで設定することで可能です。 

・図書区分は全てのファイルにおいて【変更】ボタンより変更が可能です。 

ヒント 
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＜申請書の補正・更新＞ 

⑤ 必要に応じ、申請書各面を補正します。補正後、サブメニューから【保存】をクリックしま

す。 

＜再提出＞ 

⑥ サブメニューから【修正再提出】をクリックし、確認画面で【完了】をクリックします。 

 

ステータスは【補正依頼中から】【補正審査待ち】となります。以上で補正が完了です。 
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１３. 審査機関との連絡・質疑 

申請提出後は、連絡・質疑応答機能により、審査機関とのメッセージや添付ファイルのやり取りを申請別に

行うことができます。 

① メッセージを入力し、【送信】をクリッ

クします。 

② メッセージが上段に表示されます。同

時に、メッセージが追加された旨のお

知らせメールがメッセージ送信先に

届きます。 

③ 審査機関からメッセージを受信した

際は、メインメニューの案件一覧にメ

ッセージが追加されたことを示すアラ

ームマーク が表示されます。 

④ 【連絡・質疑完了】をクリックすると、ア

ラームマークが非表示となり、これに

よって一連のやり取りがクローズした

ことが示されます。 

 

  

 

メッセージ送信の都度、お知らせメールが

自動配信されますので、メッセージはなる

べく１つにまとめて入力してください。 

（１メッセ―ジ 500 字まで入力可能） 

 

注意事項 



 

32 

電子申請受付システム 操作説明書 

１４. 補正前後の差分検出 

補正前後の申請図書を自動的に比較し、その結果を出力することができます（ＰＤＦファイルのみ）。 

１４.１ 申請書の差分検出 

① サブメニューから【申請書ＰＤＦ】をクリックし、【申請書ＰＤＦ履歴一覧】画面を表示します。 

② 【申請書 PDF を比較】ボタンをクリックすると、更新前後のファイル一覧が表示されます。

比較したいファイルを選択し、【比較確認する】ボタンをクリックします。 

 

③ 「比較確認結果」がダウンロードされます。 

 

④ 「比較確認結果」では、更新箇所が色付けされて表示されます。修正前がオレンジ色、 

修正後が青色です。 

 

 

 

申請書のバージョンは、審査機関が申請を開封した時点で作成されます。よって、申請提出後から申請書

PDF 履歴表示まで、少々のタイムラグが生じる可能性がありますのでご注意ください。 

 

注意事項 
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１４.２ 添付ファイルの差分検出 

① サブメニューから【添付ファイル】をクリックし、更新したファイルの  アイコンを 

クリックします。 

② 更新前後のファイル一覧が表示されます。比較したいファイルを選択し、【比較確認 

する】ボタンをクリックします。 

 

③ 「比較確認結果」がダウンロードされます。 

 

④ 「比較確認結果」では、更新箇所が色付けされて表示されます。修正前がオレンジ色、 

修正後が青色です。 

 

  



 

34 

電子申請受付システム 操作説明書 

 

１５. 審査終了後帳票の取得（確認済証等） 

① 審査終了のお知らせメールが届きます。 

② 該当申請を開き、ステータスのアイコンをクリックします。 

 

 

③ お知らせ画面の「審査終了」に添付された確認済証をダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ サブメニューの【添付ファイル】から、副本をダウンロードします。 

原則として、サブメニューの【添付ファイル】及び【申請書ＰＤＦ】に格納された申請書が

そのまま副本となります。審査機関によっては、審査終了の添付ファイルとして、確認

済証だけでなく副本も含めた ZIP ファイルで交付されることがあります。 

以上で確認済証の取得が完了し、一連の確認申請手続が完了します。 

他の申請における法定申請・通知等書類の取得も同様の手順となります。 
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１６. ArchSync（確認申請用 CDE）連携による BIM

図面申請の作成、提出 

本システム（電子申請受付システム）より、ArchSync（確認申請用 CDE）※１を導入している審査機関へデ

ータ連携を行い、ＢＩＭ※２を利用した申請を提出することが可能です。 

本システムにて申請書の情報を入力、提出を行い、図面は ArchSync(確認申請用ＣＤＥ)＜※以下、

ArchSync と表記＞でアップロードを行います。申請提出後の審査（補正等）は基本的に ArchSync にて

行われます。ArchSync にて審査された申請情報は本システムと連携され、各審査における帳票は本シス

テムにて出力されます。 

ここでは、本システム上でのＣＤＥ連携を行う際の操作方法を説明します。 

※１ ArchSync（確認申請用 CDE）：ＩＣＢＡが提供する共通データ環境。ＢＩＭ審査時は本システムと ArchSync を連携し

て審査を進めます。 

※２ ＢＩＭ（Building Information Modeling）：建築物の情報を 3 次元モデルとして構築し、設計、施工、維持管理など、建築

プロジェクトの全段階で活用する仕組み。 

 

１６.１ 申請書の作成 

① ４．確認申請の作成・提出を参考に、申請書入力画面にて各面、必要事項を入力します。 

 

 

② 必要に応じ、 ４．１ 申請書の確認 を参考に、入力チェック用に簡易的な申請書を出力・

表示します。 

 

審査機関のほか、ArchSync を導入している構造適判機関へデータ連携を行うことで、審査機関に提出

した図面を構造適判機関と共有することができます。 

この場合、審査機関が構造適判機関に ArchSync 間で共有するための事前設定をしておく必要がある

ため、あらかじめ申請者によって両機関に BIM 図面申請を行う旨をご連絡いただく必要があります。 

構造適判機関のほか、省エネ適判機関も同様です。 

注意事項 
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③ 各面の入力後、【添付ファイル】をクリックします。＜ArchSync(確認申請用ＣＤＥ)を利

用します＞にチェックを入れます。 

 

チェックを入れると、案件情報に【ＢＩＭ図面審査】のアイコンが表示され、画面下部の添

付ファイルアップロード欄が無効となります。ＣＤＥ利用時は、本システムにてファイルを

添付することはできません。 

 

１６.２ 申請提出 

① サブメニュー【申請提出】をクリックします。 
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② 申請先画面が表示されます。提出先の審査機関を検索し、留意事項欄の【詳細】をクリック

し、留意事項を確認した上で、【選択】をクリックします。 

 

 

③ 利用規約等に同意し、【申請】をクリックします。 

  
④ 申請完了画面が表示されます。【申請選択画面へ】をクリックします。 

 

ArchSync 利用時の申請先一覧画面では、＜ArchSync(確認申請用 CDE)対応可能審査

機関のみ表示＞にチェックが入った状態にて一覧表示されます。チェックを外すと ArchSync

対応の可・不可に関わらず全ての申請先を表示します。 

 

ヒント 
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１６.３ 申請提出後の流れ 

本システムにて申請提出後、ArchSync との連携を行いながら審査が進みます。以下、審査の流れを説明

します。※一部、本システム外の操作も含みます。 

１６.３.1 ArchSync(確認申請用 CDE)対応（BIM 利用、必要書類の提出） 

※以下操作は本システム外の操作となるため、一般的な流れのご説明となります。詳細はArchSync利用

操作説明書をご確認ください。 

① 審査機関よりＣＤＥ環境（ArchSync）へのアクセス方法が通知されます。 

② ArchSync にアクセスし、既に提出した申請書以外のデータをアップロードします。 

既に提出した申請書は、審査機関の操作により ArchSync 内に表示されます。 

１６.３.2 本審査について 

審査に伴う補正等は、申請書も含め全て ArchSync 上で行います。 

審査中に ArchSync で更新された情報は、原則として審査終了まで本システムに反映されません。 

連携データは以下のように管理されます。 

 

①申請入力情報について 

連携された情報は申請情報画面（第一面～第六面）に上書きされます。更新履歴は【申請書ＰＤＦ】にて確認

できます。 
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②図面情報（添付ファイル）について 

ArchSync 上で BIM 図面にて提出した図面情報は、審査機関による本システム連携時に【添付ファイ

ル】に生成されます。更新履歴はファイル名のバージョンで確認が可能です。 

 

 

１６.３.3 帳票の発行 

各審査において、審査機関から帳票が発行されます。帳票発行時は、ArchSync から本システムへ審査情

報が連携され、本システムより帳票が発行されます。 

帳票は、案件情報のステータス欄、アラームマークより確認、ダウンロードが可能です。 

 

＜審査機関側で ArchSync を利用して消防同意が提出された場合＞ 

消防同意決裁終了時、消防機関側で審査を実施した図面が、確認申請の審査図面とは別に本

システムの申請情報＜添付ファイル＞に連携されます。その際、分別できるように、ファイル名

の頭が「FD_」と表示されます。 

例：FD_配置図.pdf 

 

ヒント 

ArchSync 利用における申請提出後の本システムの機能は主に「帳票発行」となります。決定不可（補

正）等の帳票が本システムから発行されても、実際の補正は ArchSync 上にて行います。 

承認状態（ステータス）はあくまで ArchSync の情報を正とします。 

 

注意事項 
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１６.４ 審査終了 

ArchSync にて審査が終了すると、本システムにもその情報が連携されます。 

審査終了時の申請情報が連携（上書き）され、確認済証等の帳票が本システムより発行されま

す。帳票のダウンロード方法は １６．３．3 帳票の発行 と同様です。 
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１７. 申請取下げ 

【取下げ依頼】ボタンが表示されているときは、申請の取下げを依頼することができます。 

① 【取下げ依頼】をクリックします。 

 

② 理由欄に取下げ理由を入力し、任意の申請取下げ届を添付します。【申請】をクリックします。 

 

③ この案件のステータスが【申請取下げ依頼中】となります。 

 

 

④ 審査機関が取下げを承認した旨のお知らせメールが届けば、取下げ手続完了です。 

ステータスは【申請取下げ完了】となります。 

 

申請後、審査機関がその取下げ依頼を承認するまで（ステータスが【申請取下げ依頼中】のと

き）は、【取下げ依頼取消し】ボタンが表示されます。【取下げ依頼取消し】ボタンをクリックす

ることにより、ステータスを一つ前の状態に戻すことができます。 

 

ヒント 
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１８. 工事取止め 

確認申請審査が終了後（確認済証交付後）に工事が取止めとなった場合、承認済の申請より取止め届を提

出することができます。 

① 【取止め依頼】をクリックします。 

 

② 理由欄に取止め理由を入力し、任意の工事取止め届を添付します。【申請】をクリックします。 

 

③ この案件のステータスが【工事取止め依頼中】となります。 

 

 

 

・申請後、審査機関がその取止め依頼を承認するまで（ステータスが【工事取止め依頼中】のと

き）は、【取止め依頼取消し】ボタンが表示されます。【取止め依頼取消し】ボタンをクリックする

ことにより、ステータスを一つ前の状態に戻すことができます。 

 

ヒント 
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④ 審査機関が取止めを承認した旨のお知らせメールが届けば、取止め手続完了です。 

ステータスは【工事取止め完了】となります。 
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１９. マイページ 

自身のアカウント情報、パスワード更新を行います。 

１９.１ アカウント情報の更新 

氏名、メールアドレスの変更をします。変更したい箇所を入力し、【更新】ボタンをクリック

すると、該当箇所が変更されます。 

メールアドレスを更新すると、更新後のメールアドレスに利用案内メールが届きますので、

案内に従い再ログインします。 ※パスワードはそのまま引き継がれます。 

 

 

１９.２ パスワードの更新 

パスワードの変更をします。変更したい箇所を入力し、【更新】ボタンをクリックすると、パスワ

ードが更新されます。 

 

 

マイページのデータは審査機関側の保存データと切り離されています。氏名やメールアドレス

を変更しても審査機関側の保存データには影響ありません。 

ヒント 

変更完了のメール等は届きません。次回ログイン時より新たに設定したパスワードにてログイ

ンしてください。 

注意事項 
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２０. 基本情報設定 

組織情報、登録ユーザーの確認・更新を行います。 

 

２０.１ 設定情報について 

 

① スーパー管理者は本システムの初回登録を行ったユーザーです。 

② 組織名称の変更はこちらから行います。入力後、【更新】ボタンをクリックすると、名称が

変更されます。 

 

２０.２ 社内利用者の追加 

組織内ユーザーを追加します。 

 

基本情報設定は、管理者権限のみ操作が可能となります。 

（利用者権限のユーザーは設定内容の閲覧のみ可能） 

注意事項 

基本情報設定のデータは審査機関側の保存データと切り離されています。組織名称を変更し

ても審査機関側の保存データには影響ありません。 

ヒント 

① 

② 

 

① 

② 
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① メールアドレスは１ユーザーにつき１アドレスとし、重複登録できません。複数の組織に属

するユーザーは、組織毎に別のメールアドレスが必要になります。 

② 権限は、＜管理者＞もしくは＜利用者＞を選択します。各ユーザーの操作権限について

は、 20.5 各ユーザーの権限について を参照ください。 

【追加】をクリックすると、ユーザーが追加されます。 

追加したユーザーにお知らせメールが送信されます。メールに記載された URL より新規

ログインが完了すると、正式にユーザー登録が完了します。 

 

２０.３ 他組織共有者の追加 

組織をまたいで案件情報を共有し、同一組織の利用者と同様に補正などの手続を行うこ

とができます。共有しようとする他の組織にて本システムのアカウントを発行後、アカウン

トに紐づいたメールアドレスを入力して【追加】をクリックします。 

 

追加した他組織の利用者には、その旨のお知らせメールが届きます。 

以上で他組織共有者の追加が完了です。 

 

スーパー管理者及び管理者は組織内全ての案件の編集権限があります。 

【利用者】権限に案件情報を共有するには、別途、案件別の共有設定が必要となります。（20.6 

案件別の共有設定 参照） 

 

ヒント 

大規模の会社では、管理上、部署毎又は支店毎に組織（新規アカウント）を作成する（２．新規アカ

ウント 参照）ことが適しています。この場合、部署又は支店をまたいだ案件共有は上記の説明に

従って他組織案件共有を行ってください。 

 

 

ヒント 



 

47 

電子申請受付システム 操作説明書 

 

２０.４ 利用者の管理について 

登録済の利用者の権限を変更、利用者の削除を行います。 

 

① 【利用者】および【管理者】をクリックすると、権限の変更ができます。【削除】をクリックす

ると、ユーザーが本システムから削除されます。 

 

② 他組織共有者はこのように表示されます。他組織共有者の【削除】をクリックすると、当該

組織内の利用者権限が削除されます。本システムからのユーザー削除とは異なります。 

２０.５ 各ユーザーの権限について 

各ユーザーのシステム利用権限は以下のとおりです。 

 スーパー管理者 管理者 利用者 他組織共有者 

本システム 

初回登録 
〇    

基本情報設定 

操作 
〇 〇 ×（閲覧のみ）  

新規案件登録、 

申請作成 
〇 〇 〇  

他ユーザーが作成

した案件の 

アクセス 

◎ 

組織内の全ての

案件にアクセス 

可能 

◎ 

組織内の全ての

案件にアクセス 

可能 

〇 

案件別の共有設

定をすることで共

有可能 

〇 

案件別の共有設

定をすることで共

有可能 

 

  

① 

② 
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２０.６ 案件別の共有設定 

利用者または他組織共有者に案件共有の設定をします。管理者及び案件作成者、案件共有者※が可能な操

作となります。 ※他組織共有者を除く 

 

① 共有しようとする案件情報を表示し、【共有設定】をクリックします。 

 

 

② 案件共有設定画面が表示され、利用者が一覧表示されます。この利用者には社内利用

者のほか、他組織共有者も含まれます。デフォルトは「非表示」と設定されています。 

※このとき、管理者ユーザーは案件のアクセス制限が無い（全ての案件にアクセスでき

る）ため、以下の一覧には表示されません。 
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③ 利用者ごとに【アクセスできる申請種別】にチェックを入れ、【当案件における権限】欄か

ら編集・閲覧・非表示を選択して【登録】をクリックします。 

 

④ 以上で案件別の共有設定が完了です。 

 

 

 

  

【全員に全権限を付与】ボタンをクリックすると、全てのユーザーが＜アクセスできる申請種別

＞に全てチェックが入り、＜編集権限＞となった状態で設定が更新されます。 

ヒント 
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２１. 参考資料 

２１.１ ステータス表示の意味 

 

アラームマーク をクリックするとステータス（審査状況）の履歴が表示されます。 

アラームマーク右上の数字点滅は、その数字の分だけ未確認のステータスがあることを示します。 

２１.２ ステータス一覧 

ステータス 説明 可能な操作 

申 請 前 申請提出ができていない又は審査機関が引受拒否した 
新規申請 
申請の削除 

引 受 審 査 待 ち 申請者が申請提出後、審査機関がまだ開封していない 申請の取消 

引 受 審 査 中 審査機関が開封したが、まだ引受を承諾していない 取下げ依頼 

本 審 査 中 審査機関が引受を承諾し、本審査を開始した 取下げ依頼 

補 正 依 頼 中 申請内容不備等により審査機関が申請を差し戻した 
修正再提出 
取下げ依頼 

補 正 審 査 待 ち 申請者が修正再提出後、審査機関がまだ開封していない 
申請の取消 
取下げ依頼 

補 正 審 査 中 審査機関が補正再提出を開封し、本審査を再開した 取下げ依頼 

申請取下げ依頼中 申請者が取下げ依頼を実行後、審査機関が未承認 取下げの取消 

申請取下げ完了 審査機関が取下げ依頼を承認した （なし） 

工事取止め依頼中 申請者が取止め依頼を実行後、審査機関が未承認 取止めの取消 

工事取止め完了 審査機関が取止め依頼を承認した （なし） 
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審 査 終 了 審査機関が本審査を終了した 取止め依頼 

事 前 調 整 
中間検査・完了審査のみのステータス 

申請前（引受審査前）に検査日等の事前調整を行ってい

る状態 

（なし） 
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システムの操作に関するお問合せ 

一般財団法人建築行政情報センター 

mail toiawase@icba.or.jp 

TEL03-5225-7719（担当 山田／野々村） 

（対応時間：平日 9:30～17:45） 


